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令和８年度 

玄海町庁用車賃貸借業務 共通仕様書 

１ 総則 

    この仕様書は、玄海町（以下「本町」という。）が運行する庁用車（以下「車両」 

   という。）について必要な事項を定める。 

２ 納入 

（１）納入場所 玄海町役場（佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地） 

（２）納入後即使用できるよう必要な手続きを済ませた上で、納入すること。 

（３）車両については、新規登録車（新車）であること。また、車両装備品等に 

     ついても新品未使用品であることを条件とする。 

（４）メインキーと同様のカギ（スペアキー）を１車両につき１つ用意すること。 

３ 契約期間 

（１）契約締結日からリース期間満了日まで 

（２）リース期間は、納入日から７年間（84 か月）とする。 

４ リース方式 

メンテナンスリースとする。 

５ 月間推定走行距離 

１，０００km／月（想定距離を超過した場合の精算は行わない。） 

６ リース料に含まれる費用 

（１）車体本体価格 

（２）登録諸費用 

（３）自動車取得税 

（４）自動車税（期間中全額） 

（５）自動車重量税（期間中全額） 

（６）自動車損害賠償責任保険 

（７）定期点検（全期間中、引取り、納車） 

（８）継続検査（全期間中、引取り、納車） 

（９）一般整備修理費（全期間中、引取り、納車） 

（１０）一般消耗品の交換及び補充 

（１１）エンジンオイル交換及びエレメント交換 

（１２）バッテリー交換 

（１３）タイヤ交換（パンク時修理を含む。） ※スタッドレスタイヤは不要 

（１４）その他安全運行に必要な点検・修理 
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７ 補足 

（１）前項（７）から（１４）に掲げる点検修繕等に関しては、やむを得ない場 

     合を除き、玄海町内の事業者と契約を締結し実施すること。 

８ 契約方法 

（１）車両はリースとし、本町との間でリース契約を締結する。 

     ただし車両の所有者はリース事業者とし、本町は車両の使用者とする。 

（２）本契約は地方自治法２３４条の３の規定に基づく長期継続契約とする。 

  本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額につい 

  て減額又は削除があった場合、契約を変更又は解除する場合があることを了承 

  すること。なお、契約を解除する場合は、必要に応じて協議を行う。 

９ 支払方法 

（１）車両のリース料の支払いは、毎月払いとする。 

なお、リース期間内の月額リース料金は同一金額とすること。 

10 その他 

（１）車両に付帯させる任意保険及び車両保険は別途加入するため不要とする。 

（２）リース期間満了後は、車両の全部又は一部を引続き契約を希望するときは協 

  議の上再契約する。 

（３）故障等の事由により一定期間車両が使用できない場合は、同程度の代車を用 

  意すること。ただし、車検や定期点検等車両が利用できない場合の代車提供は 

  不要とする。 

（４）故障等の緊急事態に即応できる体制を設定すること。 

（５）この仕様書に記載のない事項及び内容については、必要に応じて協議を行う 

  ものとする。 
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令和８年度 

玄海町庁用車賃貸借業務 個別仕様書 

１ 車両 

（１） 車名 スズキ スペーシア ＨＹＢＲＩＤ Ｇ 

（２） 台数 １台 

（３） エンジン 660cc（ハイブリッド車に限る。） 

（４） 駆動方式 前輪駆動オートマチック方式 

（５） 使用燃料 ガソリン 

（６） 定員 4 名 

（７） 車両の装備品 別表１のとおり 

（８） 車体色は白色またはシルバー色とする。 

（９） 町名のネーム入れは無しとする。 

  ただし、納車後本町において、町名マグネットシートや啓発用マグネットシー 

  ト等を貼り付けることがあるので、予め了承しておくこと。なお、車両を返還 

  する際には、本町の責任において取り外すものとする。 

「別表１」 

装備品 

番号 品 名 型番等 数 量 

１ エアコン 適応品 １式 

２ パワーステアリング 適応品 １式 

３ パワーウィンドウ（全席） 適応品 １式 

４ エアバッグ 適応品 １式 

５ 集中ドアロック 適応品 １式 

６ サイドバイザー 適応品 １式 

７ スライドドア（両側） 適応品 １式 

８ フロアマット 適応品 １式 

９ カーナビゲーションシステム（７

インチ程度 ※社外品可） 

適応品 １式 

10 バックガイドモニター 適応品 １式 

11 ドライブレコーダー（前面） 適応品 １式 

12 その他メーカー標準装備品  １式 

※カーナビゲーションシステムでテレビ視聴はできないものとする。 

 


